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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月１日（火） ０９時３０分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松島港東方沖のオ亀磯
おかめいそ

南東方 

 徳島県小松島市所在のオ亀磯灯標から真方位１３１°３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０２.２′ 東経１３４°３８.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁獲物運搬船 芳
よし

丸、９.１トン 

   ＴＯ２－３０１４（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９５ｍ（Lr）×３.０８ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成７年３月３日 

Ｂ 小型兼用船 竜
たつ

丸、０.７トン 

   ＴＯ３－２０９０１（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.３１ｍ（Lr）×１.８２ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３６.８kＷ、平成１０年３月 

   第２８０－４３６３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月１４日 

    免許証交付日 平成２０年１１月４日 

           （平成２６年６月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年６月２４日 

    免許証交付日 平成２２年２月１５日 

           （平成２７年２月１４日まで有効） 

  同乗者Ｂ１ 女性 ７１歳 

  同乗者Ｂ２ 女性 ７１歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ２）、軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ１） 

 損傷 Ａ 船首船底部に擦過傷 
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Ｂ 左舷後部及び右舷中央部のブルワークに破損及び亀裂、左舷船尾

部の手摺
す

りに曲損、上甲板に亀裂、擦過傷等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、魚群探索中、船長Ａが、平成２５

年１０月１日０９時１５分ごろ、オ亀磯東方沖の‘１０隻程度の錨泊

して釣りを行っている小型船舶’（以下「釣り船群」という。）を認め

ており、その後、前方を見てオ亀磯東方沖の釣り船群以外には航行に

支障となる船舶がいないことを確認し、約６～７ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

 船長Ａは、釣り船群の南側に向けるように操舵ハンドルを少し左に

切り、操舵ハンドル前方に設置された魚群探知機を見て魚影を探して

いたところ、約１分後、衝撃を感じ、Ａ船がＢ船の左舷後部から右舷

中央部にかけて乗り上げていることを認めた。 

 船長Ａは、機関を後進にかけてＢ船から離れたところ、Ａ船の右舷

側の海面に同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２（以下、同乗者２人のことを総称

する場合「同乗者２人」という。）並びに船長Ｂが浮いていることを

認め、救助しようとしたところ、船長Ｂが右舷中央付近に泳ぎ着き、

Ａ船に乗り込もうとしている状況を見て船長Ｂを引き揚げた。 

 船長Ａは、船長Ｂと共に同乗者２人をＡ船に引き揚げようとしたも

のの、ブルワークが高くて引き揚げられずにいたところ、付近で釣り

を行っていた小型船舶（以下「Ｃ船」という。）が来援し、Ｃ船の船

長と協力して同乗者２人をＣ船に引き揚げた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、全員が救命

胴衣を着用して０７時３０分ごろオ亀磯南東方沖に到着し、船首から

錨を投入して船首が北北西方に向いた状態で釣りを開始した。 

 船長Ｂは、船尾の両舷側の間に渡した板の中央部に座り、また、同

乗者Ｂ１は、船首方の甲板中央部に置いたクーラーボックスに座って

右舷側を向き、同乗者Ｂ２は、船体中央部の甲板上に置かれたバッテ

リー等の収納箱に座って左舷方を向いてそれぞれ釣りを行っていたと

ころ、同乗者Ｂ２が、左舷船尾方からＢ船に向かって航行して来るＡ

船を認め、船長Ｂにその旨を伝えた。 

 船長Ｂは、その場に立ち、左舷方を向き、大声を出して両手を振

り、Ｂ船の存在を示し、同乗者２人も同様に声を出して両手を振って

いたところ、Ａ船が北方（Ｂ船から見て右方）へ向きを変えたように

見えたので、Ｂ船を避けるものと思い、発声及び手を止めたが、再び

Ｂ船の方に向かって来たため、大声を出して両手を振ったものの、０９

時３０分ごろ、オ亀磯灯標から真方位１３１°３７０ｍ付近におい

て、Ｂ船とＡ船とが衝突し、Ｂ船の乗船者３人が海へ投げ出された。 

 船長Ａは、Ｃ船に引き揚げられた同乗者Ｂ２の顔面から出血してい

ることを認め、Ｃ船の船長に同乗者２人を乗せて小松島市和田島漁港

へ向かうように依頼し、携帯電話で所属する漁業協同組合に救急車の
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手配を要請した後、Ａ船に船長Ｂを乗せて和田島漁港に帰った。 

 同乗者２人は、Ｃ船で和田島漁港に運ばれ、到着した救急車で小松

島市の病院に搬送されて同乗者Ｂ１が腰椎及び胸椎捻挫、頭部打撲、

低体温等と、同乗者Ｂ２が外傷性くも膜下出血、上
じょう

・下顎
か が く

骨折、歯牙

折損等とそれぞれ診断され、同乗者Ｂ２が入院した。また、船長Ｂ

は、漁業協同組合の職員に送られて同乗者２人が搬送された病院に行

き、頭部及び腰部打撲と診断された。 

 Ｂ船は、徳島海上保安部の巡視艇によって海上保安部近くの岸壁ま

でえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船（前部

の状況）、写真３ Ｂ船（後部の状況）、写真４ Ｂ船の損傷状況

（左舷後部）、写真５ Ｂ船の損傷状況（右舷中央部） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、波向 南東、潮汐 低潮期、潮流 北西流

約２～３kn、水温 約２６℃ 

 その他の事項  Ａ船は、約６～７knの速力で航行しても、船首浮上による死角（視

界が制限される状態）は生じなかった。 

 船長Ａは、本事故発生前に魚群を探索しながら南下していたとき、

事故発生場所付近を航行したが、Ｂ船を認めなかった。 

 船長Ｂは、オ亀磯南東方沖に到着した際、潮流の向きが変わってＢ

船が北方に流されても、釣り船に接触しないよう、少し距離を空けて

釣り船群の最も南側で錨泊した。 

 船長Ｂは、着用していた救命胴衣に笛が装備されていたことを知っ

ていたが、Ａ船がＢ船に接近して来るので、焦り、笛を取り出すこと

に考えが至らず、Ｂ船の存在をＡ船に知らせるために大声を出し、両

手を振った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、オ亀磯南方沖を東進中、船長Ａが、オ亀磯東方沖に認めた

釣り船群以外には、航行に支障となる船舶はいないものと思い込み、

釣り船群の南端であると思った所の南側に向け、操舵ハンドルを左へ

切った後、魚群を探索することに意識を集中して航行を続けたことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、オ亀磯南東方沖において、船首を北北西方に向け、釣り船

群の南端付近で錨泊して釣り中、船長Ｂが、左舷方を向いて釣りを行っ

ていた同乗者Ｂ２からＡ船が接近して来ることを知らされ、左舷方を

向いてその場に立ち、同乗者２人と共に発声し、両手を振って避航を

促したものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 
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原因  本事故は、オ亀磯南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が錨泊し

て釣り中、船長Ａが、オ亀磯東方沖に認めた釣り船群以外には、航行

に支障となる船舶はいないものと思い込み、釣り船群の南端であると

思った所の南側に向け、操舵ハンドルを左へ切った後、魚群を探索す

ることに意識を集中して航行を続けたため、Ｂ船に気付かず、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・魚群探索中も周囲の見張りを行うこと。 
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吉野川 

徳 島 県 

オ亀磯 

和田島漁港 

徳 島 市 

小 松島 市 

オ亀磯灯標 

事故発生場所 
（平成２５年１０月１日 

 ０９時３０分ごろ発生） 

０９時１５分ごろ 

Ａ船 

船長Ａが操舵ハンドル
を少し左に切った場所 

釣り船群 

Ｂ船 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真２ Ｂ船（前部の状況）       写真３ Ｂ船（後部の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真４ Ｂ船の損傷状況（左舷後部）   写真５ Ｂ船の損傷状況（右舷中央部）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４参照 

写真４参照 写
真
５
参
照 

（写真４－２） 

船首方 

船首方 

（写真４－１） 
船首方 


